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1回目の催告 2回目以降の催告(再催告)
R07.12ﾊﾞｯﾁ処理分
R08.01ﾊﾞｯﾁ処理分

R08.06 R08.02ﾊﾞｯﾁ処理分 R07.11ﾊﾞｯﾁ処理以前全て 190

R08.07 R08.03ﾊﾞｯﾁ処理分 － 7

R08.08 R08.04ﾊﾞｯﾁ処理分 － 10

R08.09 R08.05ﾊﾞｯﾁ処理分 R06.09～R08.02ﾊﾞｯﾁ処理分 57

R08.10 R08.06ﾊﾞｯﾁ処理分 － 10

R08.11 R08.07ﾊﾞｯﾁ処理分 － 9

R08.12 R08.08ﾊﾞｯﾁ処理分 R08.05ﾊﾞｯﾁ処理以前分全て 186

R09.01 R08.09ﾊﾞｯﾁ処理分 － 7

R09.02 R08.10ﾊﾞｯﾁ処理分 － 7

R09.03 R08.11ﾊﾞｯﾁ処理分 R07.03～R08.08ﾊﾞｯﾁ処理分 44

(計 540)

●当初請求の履行期限から２ヶ月を経過しても履行されない債務者に催告を行う。

（参考）

●催告を行ってもなお履行されない債務者に対し、返還金債権の発生から２年間は３ヶ月毎、
　 ２年を経過した債権は６ヶ月毎に再催告を行う。

令和８年度 催告月毎の対象者

対象者
年月

R08.05 13

昨年度同月
催告数

－
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1 水 1 金 催告書等作成 1 月 1 水 催告書等作成 1 土 1 火

2 木 2 土 2 火 2 木 2 日 2 水

3 金 3 日 3 水 3 金 3 月 催告書等作成 3 木 催告書等作成

4 土 4 月 4 木 催告書等作成 4 土 4 火 4 金

5 日 5 火 5 金 5 日 5 水 5 土

6 月 6 水 6 土 6 月 6 木 6 日

7 火 7 木 7 日 7 火 7 金 業務受託機関宛て通知日 7 月

8 水 8 金 8 月 8 水 業務受託機関宛て通知日 8 土 8 火

9 木 9 土 9 火 9 木 9 日 9 水

10 金 10 日 10 水 10 金 10 月 10 木 業務受託機関宛て通知日

11 土 11 月 11 木 業務受託機関宛て通知日 11 土 11 火 11 金

12 日 12 火 業務受託機関宛て通知日 12 金 12 日 12 水 12 土

13 月 13 水 13 土 13 月 13 木 13 日

14 火 14 木 14 日 14 火 14 金 14 月

15 水 15 金 15 月 15 水 債務者宛て通知日 15 土 15 火

16 木 催告方針起案 16 土 16 火 16 木 16 日 16 水

17 金 17 日 17 水 17 金 17 月 債務者宛て通知日 17 木 債務者宛て通知日

18 土 18 月 18 木 債務者宛て通知日 18 土 18 火 18 金

19 日 19 火 債務者宛て通知日 19 金 19 日 19 水 19 土

1 木 催告書等作成 1 日 1 火 1 金 1 月 催告書等作成 1 月

2 金 2 月 催告書等作成 2 水 2 土 2 火 2 火 催告書等作成

3 土 3 火 3 木 催告書等作成 3 日 3 水 3 水

4 日 4 水 4 金 4 月 4 木 4 木

5 月 5 木 5 土 5 火 催告書等作成 5 金 業務受託機関宛て通知日 5 金

6 火 6 金 6 日 6 水 6 土 6 土

7 水 業務受託機関宛て通知日 7 土 7 月 7 木 7 日 7 日

8 木 8 日 8 火 8 金 8 月 8 月

9 金 9 月 9 水 9 土 9 火 9 火 業務受託機関宛て通知日

10 土 10 火 業務受託機関宛て通知日 10 木 業務受託機関宛て通知日 10 日 10 水 10 水

11 日 11 水 11 金 11 月 11 木 11 木

12 月 12 木 12 土 12 火 業務受託機関宛て通知日 12 金 12 金

13 火 13 金 13 日 13 水 13 土 13 土

14 水 債務者宛て通知日 14 土 14 月 14 木 14 日 14 日

15 木 15 日 15 火 15 金 15 月 債務者宛て通知日 15 月

16 金 16 月 16 水 16 土 16 火 16 火 債務者宛て通知日

17 土 17 火 債務者宛て通知日 17 木 債務者宛て通知日 17 日 17 水 17 水

18 日 18 水 18 金 18 月 債務者宛て通知日 18 木 18 木

19 月 19 木 19 土 19 火 19 金 19 金

令和８年度 催告スケジュール(予定)

令和８年４月 令和８年５月 令和８年６月 令和８年７月 令和８年８月 令和８年９月

令和８年１０月 令和８年１１月 令和８年１２月 令和９年１月 令和９年２月 令和９年３月

　　　　　　　　　　　　【注意】業務上、催告スケジュールに若干の変更がある場合がありますので、予めご了承ください。


